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よみがえれ！有明海（諫早湾干拓開門問題） 

院内集会のご案内 

２０１０年３月１２日 
よみがえれ！有明訴訟原告団・弁護団・支援する会 

【連絡先】弁護士 後藤富和 
Ｅメール gotou@ohashilo.jp 

電話 092-512-1636/090-9602-0700 
日々、有明海沿岸の農業・漁業の再生のためご尽力いただいていることに感謝申し上げ

ます。私たちは、有明海沿岸の農業・漁業の再生のため諫早湾干拓潮受堤防排水門の開放

を求めている漁民、市民、弁護士です。 
先月の院内集会には、党派の壁を越えて多くの議員の先生方にご参加いただき、誠にあ

りがとうございます。熱気と感動に包まれた有意義な集会となりました。 
さて、３月１１日，長崎地裁に諫早湾内の漁民２９名が，新たに開門訴訟を提訴しまし

た。先日，全員協議会で全会一致の開門決議をあげた瑞穂漁協から１８名，国見漁協から

６名，一昨年４月３０日に開門訴訟を提訴した小長井漁協から新たに５名です。 
これで諫早湾内の３漁協全てから原告が誕生しました。 
諫早湾内の漁民は，最も早くから漁業被害にみまわれ，深刻な被害に苦しみながらも，

雇用と補助金でがんじがらめにされて，干拓事業に対して自由に物が言えない状況が続い

ていました。深刻な経済的被害と共に，人間の尊厳までが痛めつけられてきました。この

ような中、提訴妨害や様々なしがらみを撥ねつけて漁民たちが訴訟に踏み切らざるを得な

いほど深刻な漁業被害に見舞われています。そのことを，ぜひご理解いただき、開門検討

委員会において，一日でも早く開門の英断を下されることを願ってやみません。 
そこで、諫早干拓水門の開放、有明の地域の再生のため先生方の御力を賜りたく、先月

に引き続き、院内集会を開催いたします。この院内集会では、今回提訴に踏み切った諫早

湾内３漁協の漁業者から、漁民が置かれた状況、そして長崎県民が開門を望んでいる実情

を訴えさせていただきます。 
先生方のご参加を心よりお待ちしております。 
 

 
 
 
 
 

「よみがえれ！有明海（諫早湾干拓開門）」院内集会 

日時 ３月１７日（水）午後２時～３時 

場所 参議院議員会館第２会議室 

 

 

 

 

諫早湾内三漁

協漁民が上京 



声 明 

諫 早 湾 内 漁 民 の 新 た な 提 訴 に あ た っ て 

2010 年 3 月 11 日 
よみがえれ！有明訴訟弁護団 

 本日，諫早湾内の瑞穂漁協に所属する漁民 18 名，国見漁協に所属する漁民 6 名，小長井

漁協に所属する漁民 5 名が，新たによみがえれ！有明・開門訴訟に立ち上がり，長崎地裁

に提訴した。 
 この裁判は，2008 年 4 月 30 日に湾内の小長井漁協，諫早湾近傍の佐賀県大浦漁協の漁

民が長崎地裁に起こした開門訴訟に続き，目下の焦点となっている開門の判決を求めるも

のである。 
 今回の提訴をもって，諫早湾内の全ての漁協から漁民が開門を求めて立ち上がったこと

になる。よみがえれ！有明訴訟は，福岡高裁に継続している佐賀地裁平成 19 年 6 月 27 日

開門判決の控訴審，長崎地裁に継続していた干拓農地リース事業公金支出差し止め訴訟の

控訴審，長崎地裁に継続している小長井・大浦開門訴訟に，今回の瑞穂開門訴訟，国見開

門訴訟が加わり，小長井・大浦開門訴訟の原告数が増加し，訴訟の数も原告数も増加する

こととなった。 
 諫早湾内漁民は，諫早湾干拓事業開始早々から不漁に苦しみ，諫早湾干拓事業の被害を

もっとも長く受けてきた人々である。しかも，湾内漁民は，不漁の中で，生活の糧を得る

ために，自らの生業を破壊した干拓工事現場に仕事の場を求めたり，国や自治体の補助金

をあてにすることを余儀なくされ，いつしか，干拓に反対すると仕事を失い，補助金で差

別され，生活を奪われるのではないかとの強迫観念にかられながら，干拓に対する異議申

立をためらわざるをえなくなった。諫早湾内漁民の受けた被害は，経済的被害にとどまら

ず，人間の精神の自由，行動の自由という，人間の尊厳の域にまで及んでいる。 
 しかも，国や長崎県は諫早湾内漁民は干拓事業に反対していないなどと豪語し続け，湾

内漁民の気持ちを踏みにじりながら，その結果を最大限，開門反対の拠り所としてきた。

今回の提訴は，それが全くの虚構にすぎなかったことを明らかにした。 
 民主党政権は，いま，諫早湾干拓事業検討委員会を設置し，白紙の立場から，開門を検

討している。 
 同委員会と国が，今回の提訴の事実を重く受け止め，一日でも早く，漁業と農業と防災

が両立する開門が実現されることを願ってやまない。 
 そもそも今回の開門をめぐる議論は，よみがえれ！有明訴訟を契機としている。したが

って，開門問題の合理的な決着にあたって，裁判上の協議は不可欠の要素である。 
 今回の提訴にあたり，国が，裁判上での開門協議に直ちに応じることを，改めて，強く

求めるものである。 
以 上 


